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香美市子ども・子育て支援事業計画の変更について 資料２

②確保方策

量の見込み及び確保方策

　ニーズ調査等により把握した親族・知人等、預かってくれる人がいない必要性の高い人のニー
ズ、市内の受け皿の状況を踏まえ、目標事業量を次表のとおり設定します。

　病児保育事業の事業計画への記載については、「量の見込みの算出等の手引き」（国作成）を
参考に事業の型を記載していなかったが、「子ども・子育て支援交付金」の交付を受けるに当た
り、事業の型を明示する必要が生じたため実施している型を追加する。

量の見込み及び確保方策

　ニーズ調査等により把握した親族・知人等、預かってくれる人がいない必要性の高い人のニー
ズ、市内の受け皿の状況を踏まえ、目標事業量を次表のとおり設定します。

【病児保育事業】
体調不良児対応型

目標事業量〔人日／年〕

①量の見込み
－ － － 150 150

②確保方策

336 327 317

327 317
（年間延べ利用人数）

317 308
①量の見込み

（年間延べ利用人数）

【病児保育事業】

目標事業量〔人日／年〕

事業 担当課

病児保育事業
〈地域子ども・子育て支援事業〉

教育振興課

【病児保育事業】
病児対応型・病後児対応型・

非施設型（訪問型）

目標事業量〔人日／年〕

①量の見込み
336

内容

・現在市内では、体調不良児対応型を２か所（なか
よし・ひまわり保育園）で実施しています。
・病児対応型・病後児対応型・非施設型（訪問型）
については、実施について調査・検討していきま
す。

②確保方策

317 308

（年間延べ利用人数）

事業 内容 担当課

病児保育事業
〈地域子ども・子育て支援事業〉

・現在市内では、体調不良児対応型を１か所（なか
よし保育園）で実施しています。
　ひまわり保育園についても、人員体制が整いしだ
い実施します。
・病児対応型・病後児対応型については、実施につ
いて調査・検討していきます。

教育振興課
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（変更理由）

Ｐ２７
【変更前】

平成
27年度
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45 45 45 45 45
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【変更後】

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

45 45 45 280 280

45 45 45 280 280

目標事業量〔人日／年〕

①量の見込み

①量の見込み

②確保方策

福祉事務所目標

・家庭訪問、電話、来所等の方法で、関係機関と連
携しながら対象児の養育環境や育児技術等にあった
支援を行っていきます。

量の見込み及び確保方策

過去の実績をもとに、目標事業量を次表のとおり設定します。

【養育支援訪問事業】

目標事業量〔人日／年〕

養育支援訪問事業
〈地域子ども・子育て支援事業〉

育児全般に関する専門的相談支援を行うため、ニー
ズを把握し、関係機関と連携しながら実施します。

　養育支援訪問事業の事業計画への記載について、平成２７年度までは健康介護支援課で実施し
ている養育支援訪問のみを計上していたが、福祉事務所で行っている児童家庭相談業務も養育支
援に含まれるため、２つの事業を併せた数値に変更する。

・家庭訪問、電話、来所等の方法で、関係機関と連
携しながら対象児の養育環境や育児技術等にあった
支援を行っていきます。

事業 内容 担当課

事業 内容 担当課

養育支援訪問事業
〈地域子ども・子育て支援事業〉

育児全般に関する専門的相談支援を行うため、ニー
ズを把握し、関係機関と連携しながら実施します。

健康介護支援課目標

②確保方策

量の見込み及び確保方策

過去の実績をもとに、目標事業量を次表のとおり設定します。

【養育支援訪問事業】
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（変更理由）
　中央東福祉保健所管内で統一したハイリスク妊婦基準はないため、表記を変更する。

Ｐ２８
【変更前】

事業 内容 担当課

福祉事務所・子育てセンターと連携をとり、ハイリスク
妊婦を支援します。

目標

・母子健康手帳交付時に、アンケート内容や妊婦の様子
　等で把握します。
・対象者には保健師から電話、又は訪問にて状況把握を
　行います。
・中央東福祉保健所管内で、統一したハイリスク妊婦基
　準を作成します。

【変更後】
事業 内容 担当課

福祉事務所・子育てセンターと連携をとり、ハイリスク
妊婦を支援します。

目標

・母子健康手帳交付時に、アンケート内容や妊婦の様子
　等で把握します。
・対象者には保健師から電話、又は訪問にて状況把握を
　行います。
・中央東福祉保健所のハイリスク基準に基づいて、市の
　ハイリスク妊婦基準を作成します。

ハイリスク妊婦の支援 健康介護支援課

ハイリスク妊婦の支援 健康介護支援課
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（変更理由）
　国のガイドライン等でも使用されている、「むし歯」に表記を変更する。

Ｐ３１
【変更前】

事業 内容 担当課

①２歳児歯科健診を実施します。
②１.６歳児・３歳児健診でのフッ素塗布の実施、また
　啓発を行います。
③はみがき教室を実施します。
④乳幼児健診時に歯科衛生士による歯科指導を実施しま
　す。
⑤母子健康手帳交付時に保健指導を行います。
⑥保育所・幼稚園において虫歯予防に取り組みます。
⑦関係機関と連携をとりながら、虫歯予防の実施や普及
　啓発を行います。

目標

・乳幼児健診受診率の向上を図り、受診者に対して歯科
　指導とフッ素塗布を実施し、虫歯予防の意識を高めま
　す。
・母子健康手帳交付時に歯間清掃器具を配布し、保健指
　導を実施します。
・保育所・幼稚園の虫歯予防の取組について福祉保健所
　と連携し、フッ化物応用の補助事業を活用して、さら
　に実施施設を拡大していきます。
・関係機関と連携をとりながら虫歯予防の実施や普及啓
　発を行います。

①フッ素洗口を全園で実施します。（４・５歳児の希望
　者のみ）
②歯みがき教室を継続して実施します。

教育振興課

【変更後】
事業 内容 担当課

①２歳児歯科健診を実施します。
②１.６歳児・３歳児健診でのフッ素塗布の実施、また
　啓発を行います。
③はみがき教室を実施します。
④乳幼児健診時に歯科衛生士による歯科指導を実施しま
　す。
⑤母子健康手帳交付時に保健指導を行います。
⑥保育所・幼稚園においてむし歯予防に取り組みます。
⑦関係機関と連携をとりながら、むし歯予防の実施や普
　及啓発を行います。

目標

・乳幼児健診受診率の向上を図り、受診者に対して歯科
　指導とフッ素塗布を実施し、むし歯予防の意識を高め
　ます。
・母子健康手帳交付時に歯間清掃器具を配布し、保健指
　導を実施します。
・保育所・幼稚園のむし歯予防の取組について福祉保健
　所と連携し、フッ化物応用の補助事業を活用して、さ
　らに実施施設を拡大していきます。
・関係機関と連携をとりながらむし歯予防の実施や普及
　啓発を行います。

①フッ素洗口を全園で実施します。（４・５歳児の希望
　者のみ）
②歯みがき教室を継続して実施します。

教育振興課

虫歯予防

健康介護支援課

むし歯予防

健康介護支援課

4


